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鹿児島県循環器病対策推進計画の概要
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健康寿命の延伸等を図るための脳卒中，心臓病その他の
循環器病に係る対策に関する基本法（抜粋）

第二章 循環器病対策推進基本計画等

(循環器病対策推進基本計画)

第九条 政府は，循環器病対策の総合的かつ計画的な推進を図るた
め，循環器病対策の推進に関する基本的な計画(以下「循環器病
対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。

２～８ （略）

(都道府県循環器病対策推進計画)

第十一条 都道府県は，循環器病対策推進基本計画を基本とすると
ともに，当該都道府県における循環器病の予防並びに循環器病患
者等に対する保健，医療及び福祉に係るサービスの提供に関する
状況，循環器病に関する研究の進展等を踏まえ，当該都道府県に
おける循環器病対策の推進に関する計画(以下「都道府県循環器
病対策推進計画」という。)を策定しなければならない。

２ 都道府県は，都道府県循環器病対策推進計画を策定しようとす
るときは，あらかじめ，循環器病対策に関係する者の意見を反映
させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに，第二十一
条第一項の規定により都道府県循環器病対策推進協議会が置かれ
ている場合にあっては，当該都道府県循環器病対策推進協議会の
意見を聴かなければならない。

３ 都道府県循環器病対策推進計画は，医療法(昭和二十三年法律
第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画，健康増進
法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に規定する都道府県健
康増進計画，介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条
第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画，消防法(昭和
二十三年法律第百八十六号)第三十五条の五第一項に規定する実
施基準その他の法令の規定による計画等であって保健，医療又は
福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければ
ならない。

４ 都道府県は，当該都道府県における循環器病の予防並びに循環
器病患者等に対する保健，医療及び福祉に係るサービスの提供に
関する状況の変化，循環器病に関する研究の進展等を勘案し，並
びに当該都道府県における循環器病対策の効果に関する評価を踏
まえ，少なくとも六年ごとに，都道府県循環器病対策推進計画に
検討を加え，必要があると認めるときには，これを変更するよう
努めなければならない。

５ 第二項の規定は，都道府県循環器病対策推進計画の変更につい
て準用する。
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ロジックモデルの活用

「都道府県循環器病対策推進計画の策定にかかる指針」

（健が発1029第１号令和２年10月29日厚生労働省健康局がん・疾病対策課長

通知 別添【抜粋】）

第３ 都道府県計画の策定と見直し

③ 課題解決に向けた施策の立案及び目標の設定

抽出された課題を解決するために，具体的な方法を論

理的に検討し，できる限り実効性のある施策を盛り込む

とともに，各々の施策と解決すべき課題との連関を示す

ことが重要である。その際には，ロジックモデル※など

のツールの活用も検討する。

※ 政策分野の目標である長期成果（分野アウトカム）を

設定した上で，それを達成するために必要となる中間成

果（中間アウトカム）を設定し，当該中間成果（中間ア

ウトカム）を達成するために必要な個別施策を設定する

など，施策が目標とする成果を達成するに至るまでの論

理的な関係を体系的に図式化すること。

都道府県循環器病対策推進計画においてロジックモデルを

作成している都道府県

28／44都道府県

3-10



次期鹿児島県循環器病対策推進計画の

策定（案）について

① 国の基本計画の変更点を踏まえて，次期計画を策定する。

② 次期計画にロジックモデルを盛り込む。
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鹿児島県循環器病対策推進協議会における部会の設置

鹿児島県循環器病対策推進協議会設置要綱（案）

（設置）
第１条 「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中，心臓病その他の循環器病に係る

対策に関する基本法」（平成３０年法律第１０５号）第１１条に規定する都道府
県計画である「鹿児島県循環器病対策推進計画」（以下「計画」という。）の策
定等に関し，必要な事項を検討するため，「鹿児島県循環器病対策推進協議会」
（以下「協議会」という。）を設置する。

（所掌事項）
第２条 協議会の所掌事項は，次のとおりとする。
（１）計画の策定に関すること。
（２）その他循環器病対策の推進に関すること。

（組織等）
第３条 協議会は，くらし保健福祉部長が委嘱する委員をもって構成する。
２ 協議会に会長，副会長を置く。
３ 会長は，委員の中から互選するものとし，副会長は会長が指名するものとする。
４ 会長は，協議会の会務を総理し，会議の議長となる。
５ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，そ

の職務を代理する。

（任期）
第４条 委員の任期は，３年とする。ただし，委員に欠員が生じた場合における補

欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。

（会議）
第５条 協議会は，必要に応じて知事が招集する。
２ 知事は，必要があると認めたときは，委員以外の者の出席を求め，説明又は意

見を聴くことができる。

（部会の設置）
第６条 協議会は，その定めるところにより，部会を置くことができる。
２ 部会に属すべき委員は，会長が指名する。
３ 部会に部会長を置き，当該部会に属する委員の互選により選任する。
４ 部会長は，当該部会の事務を掌理する。
５ 部会長に事故があるときは，当該部会に属する委員のうちから部会長があらか

じめ指名する者が，その職務を代理する。

（庶務）
第７条 協議会の庶務は，鹿児島県くらし保健福祉部健康増進課において処理する。

（その他）
第８条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営等に関し必要な事項は，会長

が別に定めるものとする。

附 則
この要綱は，令和３年７月１３日から施行する。
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療

・リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
可

能
な
環
境

の
整
備

1
1

１
循
環

器
病
予

防
の
取

組
の
強

化

（
国
の

指
標
）

・
喫
煙

率
・
高
血

圧
性
疾
患

患
者
の

年
齢
調
整

外
来

受
療
率

・
脂
質

異
常
症
患

者
の
年

齢
調
整
外

来
受

療
率

・
特
定

健
康
診
査

の
実
施

率
　
等

○
特
定
健
康

診
査
，
特

定
保
健
指

導
等
の

実
施
率
向

上
に
向
け
た

取
組

○
救
急
医
療

・救
急
搬
送
体

制
の
整
備

○
専
門
的
医

療
提
供
体

制
の
構

築
及
び
人

材
育
成

21
循
環
器

病
の
予

防
や
発
症
時

の
対
応
等

に
関
す
る
普
及

啓
発
が
で

き
て
い

る
。

特
定
健

康
診
査

，
特
定
保

健
指
導
等

の
実
施

率
を
向

上
さ
せ
る
。

２
離
島
・

へ
き
地
を

含
め
た
循

環
器
病
の

医
療
，
介

護
及
び
福

祉
等
に
係

る
サ
ー
ビ

ス
の

提
供

体
制
の
充

実

鹿
児

島
県

ロ
ジ
ッ

ク
モ
デ

ル
に
つ

い
て
は

，
県

の
現

計
画

「
Ⅴ

循
環

器
病
対

策
に
係

る
取
組

指
標
」

や
国

に
お

け
る

循

環
器

病
に

係
る
指

標
及
び

学
会
案

を
参
考

に
作

成
す

る
。

県
計

画
国

の
指

標
等

学
会

案
国

の
指

標
等

国
の

指
標

等
学

会
案
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3
心

肺
停

止
が

疑
わ

れ
る
者

に
対

し
て
A
E
D
の

使
用

を
含

め
た

救
急

蘇
生

法
等

の
適

切
な
処

置
を

実
施

す
る
こ
と
が

で
き

る

4
救

急
救

命
士

を
含

む
救

急
隊

員
が

、
活

動
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
に
則

し
、

適
切

な
観

察
・
判

断
・
処

置
が

実
施

で
き
て
い

る

5
急

性
期

医
療

を
担

う
医

療
機

関
へ
速

や
か
に
搬

送
で

き
る

6
2
4
時

間
心

筋
梗

塞
等

の
心

血
管

疾
患

の
急

性
期

医
療

に
対

応
で

き
る
体

制
が

整
っ
て
い

る

7
2
4
時

間
専

門
的

治
療

が
実

施
で

き
る
体

制
が

整
っ
て
い

る

8
回

復
期

の
医

療
機

関
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
施

設
と
の

円
滑

な
連

携
体

制
が

構
築

さ
れ

て
い

る

9
離

島
・
へ
き

地
の

医
療

体
制

が
整

っ
て
い

る

1
0

在
宅

で
の

療
養

支
援

体
制

が
整

っ
て
い

る

1
1

急
性

期
か

ら
回

復
期

，
生

活
期

ま
で

，
切

れ
目

の
な

い
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
体

制
が

整
っ
て
い

る
。

３
循

環
器

病
患

者
等

を
支

え
る

た
め

の
環

境
づ

く
り

（
国

の
指

標
）

・
両

立
支

援
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー

基
礎

研
修

の
受

講
人

数
・
心

疾
患

に
対

す
る
療

養
・
就

労
両

立
支

援
の

実
施

件
数

　
等

在
宅

で
の

療
養

支
援

体
制

が
整

っ
て
い

る
（
再

掲
）

相
談

支
援

体
制

等
が

整
っ
て
い

る

循
環

器
病

の
後

遺
症

に
対

す
る
支

援
体

制
が

整
っ
て
い

る

1
3

1
4

1
5

治
療

と
仕

事
の

両
立

支
援

・
就

労
支

援
体

制
が

整
っ
て
い

る

○
循

環
器

病
に

関
す
る

適
切

な
情

報
提

供
・
相

談
支

援

○
循

環
器

病
の

後
遺

症
を

有
す
る
者

に
対

す
る
支

援

○
治

療
と
仕

事
の

両
立

支
援

・
就

労
支

援

1
6

1
2

か
か

り
つ

け
薬

剤
師

・
薬

局
の

薬
学

的
管

理
・
指

導
が

可
能

な
体

制
が

構
築

さ
れ
て
い

る

4

１
循

環
器

病
予

防
の

取
組

の
強

化

○
循

環
器

病
の

予
防

や
発

症
時

の
対

応
等

に
関

す
る

普
及

啓
発

○
特

定
健

康
診

査
，
特

定
保

健
指

導
等

の
実

施
率

向
上

に
向

け
た

取
組

1 2
特

定
健

康
診

査
，
特

定
保

健
指

導
等

の
実

施
率

を
向

上
さ
せ
る
。

（
国

の
指

標
）

・
喫

煙
率

・
高

血
圧

性
疾

患
患

者
の

年
齢

調
整

外
来

受
療

率
・
脂

質
異

常
症

患
者

の
年

齢
調

整
外

来
受

療
率

・
特

定
健

康
診

査
の

実
施

率
　
等

○
救

急
医

療
・
救

急
搬

送
体

制
の

整
備

（
国

の
指

標
）

・
心

肺
機

能
停

止
傷

病
者

全
搬

送
人

員
の

う
ち
，
一

般
市

民
に
よ
る

除
細

動
の

実
施

件
数

・
循

環
器

内
科

医
師

数
・
心

臓
血

管
外

科
医

師
数

・
心

臓
内

科
系

集
中

治
療

室
を

有
す
る
病

床
数

　
等

○
専

門
的

医
療

提
供

体
制

の
構

築
及

び
人

材
育

成

○
在

宅
医

療
・
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が

可
能

な
環

境
の

整
備

2
心

血
管

疾
患

の
患

者
が

日
常

生
活

の
場

で
質

の
高

い
生

活
を

送
る
こ
と
が

で
き

て
い

る
健

康
寿

命
（
男

性
・
女

性
）

（
国

の
指

標
）

・
救

急
要

請
か

ら
医

療
機

関
ま
で

に
要

し
た

平
均

時
間

　
等

2

心
筋

梗
塞

等
の

心
血

管
疾

患
の

疑
わ
れ

る
患

者
が

、
で
き

る
だ

け
早

期
に
疾

患
に
応

じ
た

専
門

的
診

療
が

可
能

な
医

療
機

関
に
到

着
で

き
る

心
血

管
疾

患
に
よ
る
死

亡
が

減
少

し
て
い

る
虚

血
性

心
疾

患
の

年
齢

調
整

死
亡

率
1

（
国

の
指

標
）

・
虚

血
性

心
疾

患
に
対

す
る
心

血
管

外
科

手
術

件
数

・
入

院
心

血
管

疾
患

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の

実
施

件
数

　
等

発
症

後
早

期
に
専

門
的

な
治

療
を

開
始

し
、

心
血

管
疾

患
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
心

身
の

緩
和

ケ
ア
、
再

発
予

防
の

定
期

的
専

門
的

検
査

を
受

け
る
こ
と
が

で
き
る

3 5

日
常

生
活

の
場

で
再

発
予

防
で

き
、
心

血
管

疾
患

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
心

身
の

緩
和

ケ
ア
を

受
け
る
こ
と
が

で
き
、
合

併
症

発
症

時
に

は
適

切
な

対
応

を
受

け
る
こ
と
が

で
き

る

初
期

ア
ウ
ト
カ
ム

番 号
中

間
ア
ウ
ト
カ
ム

中
間

ア
ウ
ト
カ
ム
指

標

1
心

筋
梗

塞
等

の
心

血
管

疾
患

の
発

症
を

予
防

で
き

て
い

る

循
環

器
病

の
予

防
や
発

症
時

の
対

応
等

に
関

す
る
普

及
啓

発
が

で
き
て
い

る
。

合
併

症
や
再

発
予

防
、
在

宅
復

帰
の

た
め

の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
心

身
の

緩
和

ケ
ア
を

受
け
る
こ
と
が

で
き
る

（
国

の
指

標
）

・
入

院
心

血
管

疾
患

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

実
施

件
数

・
外

来
心

血
管

疾
患

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

実
施

件
数

・
退

院
患

者
平

均
在

院
日

数
　
等

２
離

島
・

へ
き

地
を

含
め

た
循

環
器

病
の

医
療

，
介

護
及

び
福

祉
等

に
係

る
サ
ー
ビ

ス
の

提
供

体
制

の
充

実心
血

管
疾

患
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
（
案

）

①
　
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
と
は
，
課

題
を
解

決
す
る
た
め
に
具

体
的
な
方
法

を
論
理

的
に
検

討
し
，
で
き
る
限

り
実

効
性

の
あ
る
施

策
を
盛

り
込

む
と
と
も
に
，
個

々
の

施
策
と
解
決

す
べ

き
課

題
等
の

関
連

を
明

示
し
た
も
の

。
②
　
厚

労
省

か
ら
，
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
な
ど
の

ツ
ー
ル
の
活

用
を
検

討
す
る
よ
う
，
技

術
的

助
言

が
な
さ
れ
て
い

る
。

③
　
日

本
脳

卒
中

学
会

及
び
日

本
循

環
器

学
会

か
ら
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
案

が
示

さ
れ
て
い

る
。

④
　
厚

労
省

か
ら
，
循

環
器

病
に
係

る
指

標
が

示
さ
れ
て
い

る
。

番 号
分

野
ア
ウ
ト
カ
ム

分
野

ア
ウ
ト
カ
ム
指

標
初

期
ア
ウ
ト
カ
ム
指

標
Ⅳ
該
当

箇
所

番 号

鹿
児
島
県
ロ

ジ
ッ

ク
モ
デ

ル
に
つ

い
て

は
，
県
の
現

計
画

「
Ⅴ
循
環
器

病
対

策
に
係

る
取
組

指
標

」
や
国
に
お

け
る

循
環
器
病
に

係
る

指
標
及

び
学
会

案
を

参
考
に
作
成

す
る
。

県
計

画
国

の
指

標
等

国
の

指
標

等

国
の

指
標

等

学
会

案

学
会

案
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令和５年１月／健康増進課

次期県循環器病対策推進計画 策定スケジュール（案）

時期 内容

令和５年

１月 ○令和４年度鹿児島県循環器病対策推進協議会

→①計画の策定方針を協議

②協議会部会の設置を協議

③ロジックモデル（案）を協議

４月～ ○令和５年度鹿児島県循環器病対策推進協議会部会

→計画骨子案・ロジックモデル案等を協議

１１月 ○令和５年度鹿児島県循環器病対策推進協議会

→計画素案を協議

令和６年

３月 〇計画策定・公表
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